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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

（非常用炉心冷却設備） 

 

 

 

第三十二条 発電用原子炉施設

には、非常用炉心冷却設備を施

設しなければならない。① 

 

２ 非常用炉心冷却設備は、次

の機能を有するものでなければ

ならない。 

 

 

一 燃料被覆材の温度が燃料材

の溶融又は燃料体の著しい破損

を生ずる温度を超えて上昇する

ことを防止できるものであるこ

と。②，④ 

 

【解釈】 

１ 第２項第１号に規定する

「燃料体の著しい破損を生ずる

温度を超えて上昇することを防

止できる」とは、「軽水型動力炉

の非常用炉心冷却系の性能評価

指針（平成４年６月１１日 原

子力安全委員会一部改定）」に基

づいて想定冷却材喪失事故の解

析を行った結果、燃料被覆の温

度、燃料被覆の化学量論的酸化

量が同指針に規定する判断基準

を満足することをいい、具体的

には、非常用炉心冷却設備の仕

様が原子炉等規制法第４３条の

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備は，工学

的安全施設の一設備であって，

低圧注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系及び自動

減圧系から構成する。これらの

各系統は，原子炉冷却材喪失事

故等が起こったときに，復水貯

蔵槽の水又はサプレッション

チェンバのプール水を原子炉

圧力容器内に注水し，又は原子

炉蒸気をサプレッションチェ

ンバのプール水中に逃がし，原

子炉圧力を速やかに低下させ

るなどにより，炉心を冷却し，

燃料被覆管の温度が燃料材の

溶融又は燃料体の著しい破損

を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できる設計とす

るとともに，燃料の過熱による

燃料被覆管の大破損を防ぎ，さ

らにこれにともなうジルコニ

ウムと水との反応を極力抑え，

著しく多量の水素を生じない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備は，工学

的安全施設の一設備であって，

低圧注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系及び自動

減圧系から構成する。これらの

各系統は，原子炉冷却材喪失事

故等が起こったときに，復水貯

蔵槽の水又はサプレッション

チェンバのプール水を原子炉

圧力容器内に注水し，又は原子

炉蒸気をサプレッションチェ

ンバのプール水中に逃がし，原

子炉圧力を速やかに低下させ

るなどにより，炉心を冷却し，

燃料被覆管の温度が燃料材の

溶融又は燃料体の著しい破損

を生ずる温度を超えて上昇す

ることを防止できる設計とす

るとともに，燃料の過熱による

燃料被覆管の大破損を防ぎ，さ

らにこれにともなうジルコニ

ウムと水との反応を極力抑え，

著しく多量の水素を生じない

設計とする。 

①-1，①-2，②，③【32条 1】 

   

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般

構造 

 (3) その他の主要な構造 

(n) 非常用炉心冷却設備 

 非常用炉心冷却系（安全施設

に属するものに限る。）□8 は，

原子炉冷却材を喪失した場合

においても，□2 （①-1）燃料被

覆材（燃料被覆管）の温度が燃

料材の溶融又は燃料体の著し

い損傷を生ずる温度を超えて

上昇することを防止できる設

計とするとともに，燃料被覆管

と冷却材との反応により著し

く多量の水素を生じない設計

とする。①-2 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構

造及び設備 

 (3) 非常用冷却設備 

 (ⅱ)主要な機器及び管の個数

及び構造 

a. 非常用炉心冷却系 

 非常用炉心冷却系は，工学的

安全施設の一設備であって，低

圧注水系，高圧炉心注水系，原

子炉隔離時冷却系及び自動減

圧系から構成する。これらの各

系統は，冷却材喪失事故等が起

こったときは，復水貯蔵槽水又

はサプレッション・チェンバの

プール水を発電用原子炉に注

入し，又は原子炉蒸気をサプレ

ッション・チェンバのプール水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.3  非常用炉心冷却系 

5.3.1  通常運転時等 

5.3.1.1  概要 

 

 非常用炉心冷却系は，冷却材

喪失事故時に燃料被覆管の重

大な損傷を防止し，ジルコニウ

ム－水反応を極力抑え①-10，

崩壊熱を長期にわたって除去

する機能を持ち，低圧注水系，

高圧炉心注水系，原子炉隔離時

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.1 非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 引用元：P1,2 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

３の５（又は第４３条の３の８）

に基づき許可を受けた原子炉の

設置（変更）許可申請書（以下設

置許可申請書という。）添付書類

八に記載された仕様を満足する

とともに、設置（変更）許可申請

書における評価条件と比較して

非保守的な変更がないことを確

認すること。また、ＰＷＲにあっ

ては、蓄圧注入系の蓄圧タンク

の保持圧力及び保有水量に非保

守的な変更がないことを確認す

ること。④  

 

二 燃料被覆材と冷却材との反

応により著しく多量の水素を生

ずるものでないこと。③，④ 

 

【解釈】 

２ 第２項第２号に規定する

「著しく多量の水素を生ずるも

のでない」とは、前号の要求条件

に基づく想定冷却材喪失事故解

析において発生する水素量が同

指針に規定する判断基準を満足

することをいい、具体的には、非

常用炉心冷却設備の仕様が設置

（変更）許可申請書添付書類八

に記載された仕様を満足すると

ともに、設置（変更）許可申請書

における評価条件と比較して非

保守的な変更がないことを確認

することをいう。④ 

 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備は，設置

（変更）許可を受けた運転時の

異常な過渡変化及び設計基準

事故の評価条件を満足する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備は，設置

（変更）許可を受けた運転時の

異常な過渡変化及び設計基準

事故の評価条件を満足する設

計とする。 

④-1【32 条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中に逃がし原子炉圧力を速や

かに低下させるなどにより，炉

心を冷却①-1 することができ

る。 

 また，低圧注水系，高圧炉心

注水系及び原子炉隔離時冷却

系は，想定される重大事故等時

においても使用する。□5  

 

(4) その他の主要な事項 

(ⅷ)復水貯蔵槽 

 本貯蔵槽には，通常運転中の

原子炉冷却系統への補給水，□2

（①-1）高圧炉心注水系，原子

炉隔離時冷却系，高圧代替注水

系及び低圧代替注水系による

原子炉への注入水並びに代替

格納容器スプレイ冷却系及び

格納容器下部注水系による原

子炉格納容器への注入水を貯

留する。□9  

 本貯蔵槽は，代替淡水源から

の補給が可能な設計とする。□9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却系及び自動減圧系で構成

する。◇1 （①-1） 

 

5.3.1.2  設計方針 

 非常用炉心冷却系は，「軽水

型動力炉の非常用炉心冷却系

の性能評価指針について」に基

づいて冷却材喪失事故の際に

燃料被覆管の重大な損傷を防

止若しくは抑制するように◇2

設計する。④-1 

 そのため以下のような設計

方針に基づいて設計する。 

(1) 自動起動 

 非常用炉心冷却系は，冷却材

喪失事故時に早急に炉心の冷

却をするため自動起動する。な

お，必要により手動停止できる

ようにする。◇2  

(2) 単一故障，非常用電源及び

物理的分離 

 非常用炉心冷却系は，その起

動信号，電源及び原子炉補機冷

却系も含め，動的機器の単一故

障及び外部電源喪失を仮定し

た場合でも所要の安全機能を

果たし得るように多重性を有

し，かつ一つの系統の故障が他

の系統の故障を誘引し安全機

能を失わないよう，物理的に区

分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲと分離

した設計とする。◇2  

 区分 I には原子炉隔離時冷

却系及び低圧注水系を，区分Ⅱ

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.1 非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

３ 非常用炉心冷却設備は、原

子炉圧力容器内又は原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに冷

却材中の異物の影響につき想定

される最も厳しい条件下におい

ても、正常に機能する能力を有

するものでなければならない。 

⑤ 

 

【解釈】 

３ 第３項に規定する「想定さ

れる最も厳しい条件下」とは、予

想される最も小さい有効吸込水

頭をいい、非常用炉心冷却設備

に係るろ過装置の性能について

は「非常用炉心冷却設備又は格

納容器熱除去設備に係るろ過装

置の性能評価等について（内

規）」（平成２０・０２・１２原院

第 5号（平成２０年２月２７日原

子力安全・保安院制定））による

こと。 

⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備のうち，

サプレッションチェンバのプ

ール水を水源とするポンプは，

原子炉圧力容器内又は原子炉

格納容器内の圧力及び温度並

びに冷却材中の異物の影響に

ついて「非常用炉心冷却設備又

は格納容器熱除去設備に係る

ろ過装置の性能評価等につい

て（内規）」（平成 20・02・12 原

院第 5号（平成 20 年 2 月 27 日

原子力安全・保安院制定））に

よるろ過装置の性能評価によ

り，設計基準事故時に想定され

る最も小さい有効吸込水頭に

おいても，正常に機能する能力

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備のうち，

復水貯蔵槽を水源とするポン

プは，復水貯蔵槽の圧力及び温

度により最も小さい有効吸込

水頭においても，正常に機能す

る能力を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 非常用炉心冷却設備のうち，

サプレッションチェンバのプ

ール水を水源とするポンプは，

原子炉圧力容器内又は原子炉

格納容器内の圧力及び温度並

びに冷却材中の異物の影響に

ついて「非常用炉心冷却設備又

は格納容器熱除去設備に係る

ろ過装置の性能評価等につい

て（内規）」（平成 20・02・12 原

院第 5号（平成 20年 2月 27 日

原子力安全・保安院制定））に

よるろ過装置の性能評価によ

り，設計基準事故時に想定され

る最も小さい有効吸込水頭に

おいても，正常に機能する能力

を有する設計とする。 

⑤【32 条 3】  

 

 

 

 非常用炉心冷却設備のうち，

復水貯蔵槽を水源とするポン

プは，復水貯蔵槽の圧力及び温

度により最も小さい有効吸込

水頭においても，正常に機能す

る能力を有する設計とする。 

⑤【32 条 4】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び区分Ⅲには，それぞれの区

分に高圧炉心注水系及び低圧

注水系を配置する。◇2  

 各区分を構成する系統は，そ

れぞれの区分に対応して独立

した非常用母線及びディーゼ

ル発電機に接続する。ただし，

原子炉隔離時冷却系及び自動

減圧系は，蓄電池にそれぞれ接

続する。 

なお，非常用所内電源の詳細

は，「10.1 非常用電源設備」

に記載してある。◇2  

(3) 構造強度及び機能維持 

 非常用炉心冷却系は，通常運

転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時に想定

される荷重に地震荷重を適切

に組合せた状態で健全性及び

機能を損なわない構造強度を

有するように設計する。◇2  

(4) 配管破断時荷重からの防

護 

 原子炉格納容器内で想定さ

れる配管破断が生じた場合，ジ

ェット反力によるホイッピン

グで非常用炉心冷却系の配管・

弁類が損傷しないよう，配置上

の考慮を払うとともに必要に

応じて適宜配管むちうち防止

対策を施す。◇2  

(5) 有効吸込水頭（NPSH） 

 非常用炉心冷却系のポンプ

は，設計基準事故時に想定され

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.1 非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.1 非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

４ 非常用炉心冷却設備は、そ

の能力の維持状況を確認するた

め、発電用原子炉の運転中に試

験ができるように施設しなけれ

ばならない。 

⑥ 

 

 

【解釈】 

４ 第４項に規定する「発電用

原子炉の運転中に試験ができる

ように施設しなければならな

い」機器とは、動的機器（ポンプ

及び事故時に動作する弁等）を

いう。 

⑥ 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 自動減圧系を除く非常用炉

心冷却設備については，作動性

を確認するため，発電用原子炉

の運転中に，テスト・ラインを

用いてポンプの作動試験がで

きる設計とするとともに，弁に

ついては単体で開閉試験がで

きる設計とする。 

 

 

 

 自動減圧系については，発電

用原子炉の運転中に主蒸気逃

がし安全弁の駆動用窒素供給

圧力の確認を行うことで，非常

用炉心冷却設備の能力の維持

状況を確認できる設計とする。

なお，発電用原子炉停止中に，

主蒸気逃がし安全弁の作動試

験ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自動減圧系を除く非常用炉

心冷却設備については，作動性

を確認するため，発電用原子炉

の運転中に，テスト・ラインを

用いてポンプの作動試験がで

きる設計とするとともに，弁に

ついては単体で開閉試験がで

きる設計とする。 

⑥-1【32 条 5】 

 

 

 自動減圧系については，発電

用原子炉の運転中に主蒸気逃

がし安全弁の駆動用窒素供給

圧力の確認を行うことで，非常

用炉心冷却設備の能力の維持

状況を確認できる設計とする。

なお，発電用原子炉停止中に，

主蒸気逃がし安全弁の作動試

験ができる設計とする。 

⑥-2【32 条 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ)主要な機器及び管の個数

及び構造 

a. 非常用炉心冷却系 

る最も厳しい吸込水頭を仮定

した場合でも，十分性能を発揮

できるように設計する。◇2  

(6) 非延性破壊の防止 

 非常用炉心冷却系を構成す

る機器は，通商産業省令等に基

づき，最低使用温度を考慮し

て，非延性破壊を防止するよう

に設計する。◇2  

(7) 共用の排除 

 安全上重要な系統及び機器

は，共用によって安全機能を失

うおそれのある場合，発電用原

子炉施設間で共用しないよう

設計する。◇2  

(8) 試験可能性 

 非常用炉心冷却系の作動試

験が行えるよう設計する。◇2  

 

5.3.1.3  主要設備の仕様 

 設備の主要機器仕様を第

5.3－1 表に示す。◇3  

 

5.3.1.4  主要設備 

 非常用炉心冷却系の系統概

要を第 5.3－1図に示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.1 非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備の機能 

 

 

 

 

 

⑥-1 引用元：P9 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.2 自動減圧系による原子

炉圧力容器の減圧 

 

 

 

 

 

 

⑥-2 引用元：P9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

 残留熱除去系（低圧注水モー

ド）は，原子炉冷却材喪失事故

時に，非常用電源設備に結ばれ

た電動機駆動ポンプによりサ

プレッションチェンバのプー

ル水を炉心シュラウド外に注

水し，炉心を冷却する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 残留熱除去系（低圧注水モー

ド）は，原子炉冷却材喪失事故

時に，非常用電源設備に結ばれ

た電動機駆動ポンプによりサ

プレッションチェンバのプー

ル水を炉心シュラウド外に注

水し，炉心を冷却する設計とす

る。 

①-3，①-4，①-5，②，③ 

【32条 7】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 低圧注水系 

 この系は，残留熱除去系を低

圧注水モード①-3 として運転

するものであり，主要設備につ

いては，(4),(ⅰ)残留熱除去系

に記述する。□4  

 

(4) その他の主要な事項 

 その他主要な設備として，以

下のものを設置する。 

(ⅰ)残留熱除去系 

 この系は，その運転方法（モ

ード）により次の各機能を持た

せる。 

 すなわち，原子炉停止後の炉

心の崩壊熱及び原子炉圧力容

器，配管，冷却材中の保有熱を

除去する原子炉停止時冷却モ

ード，□6 非常用冷却設備として

の低圧注水モード， □2（①-3）

非常用原子炉格納容器保護設

備としての格納容器スプレイ

冷却モード等の各機能を持っ

ており，□7 ポンプ，熱交換器等

からなる。□1  

 また，本系統は，想定される

重大事故等時においても使用

する。□5  

a. ポンプ 

台数 3□3  

容量 約 950m3/h/台□3  

揚程 約 120m□3  

b. 熱交換器 

基数 3□3  

5.3.1.4.1  低圧注水系 

 低圧注水系は，電動機駆動ポ

ンプ 3台，配管・弁類及び計測

制御装置からなり，◇7 冷却材喪

失事故時に①-4 は，高圧炉心

注水系，原子炉隔離時冷却系及

び自動減圧系と連携して炉心

を冷却する機能を有する。◇1

（①-1）本系統は「5.2 残留

熱除去系」に記載する原子炉停

止時の崩壊熱の除去を目的と

する残留熱除去系のうちの一

つのモードを使用する。◇1（①

-3） 

 本系統は，第 5.2－3 図に示

すように 3 台の低圧注水ポン

プごとに別々のループになっ

ており，原子炉水位低（レベル

1）又はドライウェル圧力高の

信号で作動を開始し，◇7 サプレ

ッション・チェンバのプール水

を炉心シュラウド外に注入し，

炉心を冷却する。①-5 炉水位

が回復した後，注水量は，崩壊

熱による蒸発によって減少す

るものを補えればよいので，炉

心水位を維持するためには，冷

却材の保有量の低下が最大と

なる高圧炉心注水系配管破断

の場合でも低圧注水ポンプ 1

台で十分である。◇7  

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.3.1 低圧注水系（残留熱除

去系（低圧注水モード））の機

能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

 高圧炉心注水系は，原子炉冷

却材喪失事故時に，非常用電源

設備に結ばれた電動機駆動ポ

ンプにより復水貯蔵槽の水又

はサプレッションチェンバの

プール水を炉心上部より燃料

集合体上に注水し，炉心を冷却

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高圧炉心注水系は，原子炉冷

却材喪失事故時に，非常用電源

設備に結ばれた電動機駆動ポ

ンプにより復水貯蔵槽の水又

はサプレッションチェンバの

プール水を炉心上部より燃料

集合体上に注水し，炉心を冷却

する設計とする。 

①-6，②，③【32条 8】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 高圧炉心注水系 

 ポンプ台数 2□3  

 ポンプ容量 約 180m3/h/台

～約 730m3/h/台□3  

 ポンプ揚程 約 890m～約

190m□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ)主要な機器及び管の個数

及び構造 

a. 非常用炉心冷却系 

5.3.1.4.2  高圧炉心注水系 

 高圧炉心注水系は，電動機駆

動ポンプ 2台，スパージャ，配

管・弁類及び計測制御装置から

なり，◇7 冷却材喪失事故時に

は，低圧注水系，原子炉隔離時

冷却系及び自動減圧系と連携

して炉心を冷却する機能を有

する。◇1 （①-1） 

 本系統は，原子炉水位低（レ

ベル 1.5）又はドライウェル圧

力高の信号で作動を開始し，第

5.3－2 図に示すように，◇7 復

水貯蔵槽の水又はサプレッシ

ョン・チェンバのプール水を炉

心上部に取付けられたスパー

ジャのノズルから燃料集合体

上に注入することによって炉

心を冷却する。①-6 また，原子

炉水位高（レベル 8）信号で注

水を自動的に停止する。この系

は，中央制御室外原子炉停止装

置からの手動操作によっても

運転が可能である。水源は，第

一次水源として復水貯蔵槽の

水を使用するが，復水貯蔵槽の

水位が設定値より下がるか，サ

プレッション・チェンバのプー

ル水位が設定値より上がると

第二次水源のサプレッション・

チェンバのプール水に自動的

に切り替わるようになってい

る。◇1 （①-1） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.2.1 高圧炉心注水系の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

 

 原子炉隔離時冷却系は，原子

炉冷却材喪失事故時に，発電用

原子炉で発生する蒸気の一部

を用いたタービン駆動のポン

プにより，復水貯蔵槽の水又は

サプレッションチェンバのプ

ール水を復水給水系を経由し

て原子炉圧力容器へ注水し，炉

心を冷却する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉隔離時冷却系は，原子

炉冷却材喪失事故時に，発電用

原子炉で発生する蒸気の一部

を用いたタービン駆動のポン

プにより，復水貯蔵槽の水又は

サプレッションチェンバのプ

ール水を復水給水系を経由し

て原子炉圧力容器へ注水し，炉

心を冷却する設計とする。 

①-7，①-8，②，③【32条 9】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 原子炉隔離時冷却系 

 

 この系は，給水系が喪失した

場合に原子炉水位を維持する

ための設備であるが，その他に

非常用炉心冷却系としての機

能を持たせたものであり，主要

設備については，(4),(ⅱ)原子

炉隔離時冷却系に記述する。□4  

 

(4) その他の主要な事項 

(ⅱ)原子炉隔離時冷却系 

 この系は，原子炉停止後，な

んらかの原因で給水系が停止

した場合に原子炉水位を維持

する機能の他に非常用炉心冷

却系としての機能を持たせた

設備であり，原子炉蒸気の一部

を用いたタービン駆動ポンプ

により，□6 復水貯蔵槽水又はサ

プレッション・チェンバのプー

ル水を原子炉に注水する。□2

（①-1） 

 ポンプ台数 1□3  

 ポンプ容量 約 180m3/h□3  

 ポンプ揚程 約 190m～約

900m□3  

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.4.3  原子炉隔離時冷

却系 

 原子炉隔離時冷却系は，蒸気

駆動タービン 1台，タービン駆

動ポンプ 1台，配管・弁類及び

計測制御装置からなり，◇7 冷却

材喪失事故時に①-7 は，低圧

注水系，高圧炉心注水系及び自

動減圧系と連携して，炉心を冷

却する機能を有する。◇1 （①-

1） 

 また，全交流動力電源喪失時

から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が常設

代替交流電源設備から開始さ

れるまでの間，炉心を冷却する

機能を有する。◇5  

 本系統は，原子炉水位低（レ

ベル 1.5）又はドライウェル圧

力高の信号で作動を開始し，◇7

第 5.8－1 図に示すように復水

貯蔵槽の水又はサプレッショ

ン・チェンバのプール水を給水

系を経由して原子炉圧力容器

へ注水①-8 する。水源は，第一

次水源として復水貯蔵槽の水

を使用するが，復水貯蔵槽の水

位が設定値より下がるか，サプ

レッション・チェンバのプール

水位が設定値より上がると第

二次水源のサプレッション・チ

ェンバのプール水に自動的に

切り替わるようになっている。

◇1 （①-1） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

5.2.2 原子炉隔離時冷却系の

機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

 

 

 

 

 

 自動減圧系は，中破断の原子

炉冷却材喪失事故時に原子炉

蒸気をサプレッションチェン

バのプール水中へ逃がし，原子

炉圧力をすみやかに低下させ

て低圧注水系による注水を早

期に可能とし，燃料被覆管の大

破損を防止し，ジルコニウム－

水反応を極力抑えることがで

きる設計とする。 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 自動減圧系は，中破断の原子

炉冷却材喪失事故時に原子炉

蒸気をサプレッションチェン

バのプール水中へ逃がし，原子

炉圧力をすみやかに低下させ

て低圧注水系による注水を早

期に可能とし，燃料被覆管の大

破損を防止し，ジルコニウム－

水反応を極力抑えることがで

きる設計とする。 

①-9，①-10，②，③【32条 10】 

  

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ)主要な機器及び管の個数

及び構造 

a. 非常用炉心冷却系 

(d) 自動減圧系 

弁個数 8（主蒸気系の逃がし

安全弁と共用）□3  

弁 容 量  約 380t/h/ 個

（80.8kg/cm2g において）□3  

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 なお，本系統は，「5.8 原子

炉隔離時冷却系」に記載する復

水・給水系からの給水喪失時に

原子炉水位の異常低下を防止

し水位を維持する機能も併せ

持っている。◇5  

 

5.3.1.4.4  自動減圧系 

 自動減圧系は，「5.1 原子炉

圧力容器及び一次冷却材設備」

のうちの主蒸気系で述べた逃

がし安全弁 18 個のうちの 8 個

からなり，冷却材喪失事故時に

は，低圧注水系，高圧炉心注水

系及び原子炉隔離時冷却系と

連携して◇1 （①-1）炉心を冷却

する機能を有する。 

 本系統は，原子炉水位低（レ

ベル 1）及びドライウェル圧力

高の両信号を受けてから 30 秒

の時間遅れをもって作動し，◇7

原子炉蒸気をサプレッション・

チェンバのプール水中へ逃が

し，原子炉圧力を速やかに低下

させて低圧注水系による注水

を可能とし，①-9 炉心冷却を

行う。本系統は，単独では炉心

を冷却できず，作動すれば冷却

材を減少させるものであるの

で時間遅れをもって作動する

ようにしてある。◇7  

 

5.3.1.5  試験検査 

 非常用炉心冷却系の作動性

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.2 自動減圧系による原子

炉圧力容器の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

①-10 引用元：P1 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-9 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

を確認するため，テスト・ライ

ンを用いてポンプの作動試験

⑥-1 を定期的に行う。弁につ

いては，単体で開閉試験を定期

的に行う。◇6  

 また，自動減圧系について

は，作動信号により本機能を有

する主蒸気逃がし安全弁の作

動試験⑥-2 を行う。 

 

5.1  原子炉圧力容器及び一

次冷却材設備 

5.1.1  通常運転時等 

5.1.1.2  設計方針 

(8) 主蒸気系 

c. 逃がし安全弁 

(b) 自動減圧機能を有する設

計とする。◇1 （①-1） 

 

5.1.1.4  主要設備 

5.1.1.4.3.3  逃がし安全弁 

(3) 自動減圧機能 

 自動減圧機能は，「5.3 非常

用炉心冷却系」に記載する非常

用炉心冷却系の一部であり，原

子炉水位低とドライウェル圧

力高の同時信号により，ピスト

ンを駆動して逃がし安全弁を

強制的に開放し，冷却材喪失事

故時に原子炉圧力を速やかに

低下させて，低圧注水系の早期

の注水を促す。18 個の逃がし

安全弁のうち，8個がこの機能

を有している。◇4 （①-9） 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
 

要求事項との対比表 

32 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

 

1. 安全設計 

1.10.2 発電用原子炉設置変

更許可申請（平成 25 年 9月 27

日申請）に係る実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備の基準に関する規

則への適合 

（残留熱を除去することがで

きる設備） 

適合のための設計方針 

(2) 何らかの原因で発電用原

子炉が隔離された場合にも，発

電用原子炉で発生した蒸気を

逃がし安全弁によりサプレッ

ション・チェンバのプールに逃

がして原子炉圧力の過度の上

昇を防止し，◇4 （①-9）原子炉

隔離時冷却系で原子炉水位を

維持することにより，燃料要素

の許容損傷限界と原子炉冷却

材圧力バウンダリの設計条件

を超えずに残留熱を除去でき

るように設計する。◇5  

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
様式-6 

32 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 32 条（非常用炉心冷却設備） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 
非常用炉心冷却設備

の施設 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 ― ― 

② 

冷却材喪失事故等時

の燃料被覆材の温度

上昇防止 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
2 項 1号 ― ― 

③ 
冷却材喪失事故等時

の水素発生防止 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
2 項 2号 ― ― 

④ 

設置許可申請書の解

析条件を満足する設

計 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

2 項 1号 

2 項 2号 
1,2 ― 

⑤ 
ポンプの有効吸込水

頭の評価 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
3 項 3 ― 

⑥ 

発電用原子炉の運転

中に試験ができる設

計 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，試験検査の基本方針について

は第 15 条に記載する。 

4 項 4 ― 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  構成 系統図として整理するため記載しない。 ― 

□2  
設置許可本文内の重

複記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

□3  仕様 要目表として整理するため記載しない。 ― 

□4  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

□5  他条文に関する記載 

第 60条，第 62 条，第 63条及び第 64 条に対する設計方針

であり，第 60 条，第 62条，第 63 条及び第 64条にて，別

途具体的な内容を記載するため記載しない。 

― 

□6  他条文に関する記載 
第 33条に対する設計方針であり，第 33条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 32 条 非常用炉心冷却設備】 
様式-6 

32 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

□7  他条文に関する記載 
第 44条に対する設計方針であり，第 44条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

□8  技術基準要求範囲 
技術基準規則では「安全施設に属するものに限る。」と限定

していないため記載しない。 
― 

□9  他条文に関する記載 
第 71条に対する設計方針であり，第 71条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  

設置許可申請書にお

ける非常用炉心冷却

系の評価に関する記

載 

「1.No.④」にて同趣旨の内容を包括して記載するため記

載しない。 
― 

◇3  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

◇4  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇5  他条文に関する記載 
第 33条に対する設計方針であり，第 33条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

◇6  他条文に関する記載 
第 15条に対する設計方針であり，第 15条にて同趣旨の内

容を整理するため記載しない。 
― 

◇7  設備の補足的な記載 設備の補足的な記載であるため記載しない。 ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


